
 

 

 

マンション 

再生等合意形成 

支援制度 
マンション管理組合が行う、 

マンションの再生等に向けた検討活動＊１に掛かる費用の一部を補助します。  

 ＊１ 再生、敷地売却、敷地分割又は除却を検討する初期段階において、 
区分所有者の合意形成を図るために行う活動（詳しくは次ページＱ１参照） 

 

 

千葉市 
 

申請受付期間  ２０２４年６月３日（月）～２０２４年６月１７日（月） 

※応募が受付期間内に予定数を超える場合は抽選、予定数に達しない場合は２０２４年１２月１３日（金） 

 まで、先着順で受け付けます。 

補 助 額  交付決定日から２０２５年３月１１日（火）における 

再生等検討活動費の 2分の１以内。25万円を限度 

（ただし、予算の範囲内での補助とします。） 

 

＊２ 消費税及び地方消費税相当額は除く 

【補助金申請の前に】 

・ 申請にあたっては、事前協議が必要です（申請受付期間前から行えます）。 

  事前協議に必要な書類は住宅政策課窓口または当課ホームページにて入手してください。 

・ 補助金交付決定後の再生等検討活動が補助の対象です。 

着手前（委託等による場合、契約前）にご相談ください。 

・ 他の機関（国など）からの補助を受けている管理組合は対象外となります。 

・ 管理組合理事長名または管理組合法人名で申請してください。 

※個人での申請は受付できません。 

※制度や手続きの流れなどの詳しい説明のほか、補助要件の確認等のため、まずは住宅政策課へ

ご相談ください。 

「マンション再生等」を検討する
管理組合を支援します！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 再生（次ページ裏面に解説があります）、敷地売却、敷地分割又は除却に

向けて、区分所有者の合意形成を図るために行う活動で、次のいずれかに

該当するものです。 

【補助対象となる再生等検討活動】 

(ア)  マンションの現状調査に関すること 

（再生に向けた現状把握チェックリスト（別紙：『団地型マンション再

生マニュアル』から抜粋）にある項目などの調査に係ること） 

(イ)  老朽度の判定に関すること 

(ウ)  建物の再生等方法（修繕、改修、建替え、敷地売却、敷地分割 

又は除却の比較）の検討に関すること 

(エ)  居住者の意向調査（アンケート等）に関すること 

(オ)  基本構想・事業計画の作成に関すること 

(カ)  その他市長の認めるもの 

A2 再生等の検討を進める場合に、検討委員会などを設置する管理組合があり

ますが、こうした委員会が会議を開く場合の会場費や勉強会の資料代、講

師派遣を受ける場合の講師料等が補助対象となります。 

また、区分所有者や居住者の方々を対象に、意向調査（アンケート調

査）を実施する場合の実費（用紙代、コピー代、印刷代、集計費用）や、

専門家へ調査や設計を委託する費用なども対象となります。 

※工事に掛かる費用（施工費、材料費等）は補助対象外です 

A3 補助対象となるマンション管理組合は下記の通りです。 

【補助対象となるマンション管理組合】 

(ア)  千葉市内にある分譲マンションであること。 

(イ)  ５人以上の区分所有者が存するマンションであること。 

(ウ)  延べ床面積の１／２以上が住宅用途であること。 

(エ)  耐用年数の１／２を経過していること。 

［参考］鉄筋コンクリート造の場合の耐用年数：４７年 

(オ)  マンションの再生等活動を行うこと及びその経費について、管理組

合の集会で決議していること（総会決議、または管理組合の規約で理

事会等に付託している場合は、理事会などの決議でも可）。 

A4 通算で５回まで補助金の交付を受けることができます。 

なお、２回目以降の利用も、都度申請いただく必要があります。 

 
補助の内容について 

 

Q1 

 

Q3 うちの管理組合は 

補助を受けられる 

のかね。 

 

Q4 補助を受け 

られるのは 

1 回きりかい。 

 

Q2 具体的には 

どんな活動が 

なるのかしら。 

補助対象に 

 

マンションの再生等 

に向けた検討活動 

ってなんですか。 
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申請の流れ 

※必要に応じ補助要件の 

確認等を行います。 

 

受理、書類の審査 

通知書受領 

受付、書類の審査 

 

通知書受領 

受理、書類の審査 

交付の決定 

＊補助金交付申請書の受

付開始は 6 月３日（月）

です。 

＊6 月 1７日（月）までの申

請受付期間内に申請が補助

予定数を超える場合は、 

抽選、予定数に達しない場

合は期間を延長し先着順に

受け付けます。 

＊交付申請から決定まで、

初回の申請の場合２週間程

度かかります。 

【活動期間】 

補助金交付決定日以降

～3 月 11 日（火） 

通知書受領 

活動の実施 

活動終了 

受理、書類の確認 

補助金 補助金受領 

額の確定 

補助金額確定通知書 

（様式９） 

事前協議書 

（様式１） 

事前協議完了通知書 

（様式２） 

補助金交付決定通知書 

（様式４） 

補助金交付申請書 

（様式３） 

補助金請求書 

（様式１０） 

完了実績報告書 

（様式８） 

＊事前相談・協議は随時

可能です。（ご来課の場合

は事前にご連絡くださ

い。） 

 通知 

 提出 

 提出 

 提出 

 提出 

公開抽選の実施 

 通知 

 支払

 

 

 
事前相談 

＊活動終了後、速やかに完

了実績を報告してくださ

い。 

 通知 

＊当該年度を越えて再生等

の決議等を経た場合、その

結果を報告してください。 

＊再生等が完了した場合、

その結果を報告してくださ

い。 



 

 

各申請書の添付書類等 

各申請書 添付書類 その他ご用意いただく書類 

事前協議書 

(様式１) 

□ 再生等活動計画書 

□ 登記事項証明書 

□ 建築確認済証、検査済証等の写し 

□ 管理規約 

□ 当該年度の集会議案書（案）等 

(※) 

□ マンションの案内図・配置図 

補助金交付申請書 

(様式３) 

□ 集会議事録等(※) □ 当該年度の集会議案書等 (※) 

 

完了実績報告書 

(様式８) 

□ 再生等活動報告書 

□ 再生等活動に係る費用を支払ったこと

を証する書類（契約書、領収書等）の写

し 

 

補助金請求書 

(様式１０) 

□ 補助金額確定通知書（様式９）の写し  

(※) 集会議事録（議案書）等…再生等検討活動を行うこと及びその経費について、管理組合の集会で決議してい

ることを確認するため、提出していただきます。（総会あるいは管理組合の規約で理事会等に付託している場

合、理事会などの決議でも可）。 

 

老朽化①したマンションの修繕②、改修③、建替え④を行うことをいう。 

ただし、修繕のみを行うものは補助対象外です。 

①老 朽 化 と は … 減価償却資産としての耐用年数の 1/2 を経過し、かつ、機能や性能が劣化した状態、 

又は安全性若しくは居住性の観点で機能や性能の向上が望ましい状態をいう。 

②修繕とは … 外壁の塗り替え、給排水管の取り替え、防水層の取り替え等を行うことにより、新 

築に近い状態に戻して、機能や性能を維持することをいう。 

③改修とは … 手すりやエレベーターを設置するなどのバリアフリー化、断熱性の向上を図るなど 

の省エネルギー化、耐震改修など耐震性能の向上など、新たな機能や性能を付加する 

ことをいう。 

④建替えとは … マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）に定める 

手続き、又は建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）に基づく区 

分所有者の合意により行うマンションの建替えをいう。 

【問い合わせ先】千葉市都市局建築部住宅政策課 

〒260-8722  

千葉市中央区千葉港１番１号  

千葉市役所新庁舎低層棟４階 

電話 ０４３－２４５－５８４９ 

FAX ０４３－２４５－５８８７ 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ jutakuseisaku.URC@city.chiba.lg.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseisaku/05_index.html 

 
提出書類 

マンションの将来のこと 

みんなで考えてみよう！ 

mailto:jutakuseisaku.URC@city.chiba.lg.jp
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